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計画期間における目標指標 

指 標 名 基準値 目標値 

住宅購入時における中古住宅の割合 
Ｈ２５ Ｈ３８ 

４８．５％ ５５．０％ 

説明：既存住宅の流通促進は住宅取得の選択肢を増やし、住宅市場の活性化につながること 

から、住宅購入時の中古住宅の割合としました。 

 

 

指 標 名 基準値 目標値 

市内でのマイホーム借上げ制度利用戸数 
Ｈ２７ Ｈ３８ 

２２戸 １００戸 

説明：「一般財団法人 移住・住みかえ支援機構」の「マイホーム借上げ制度」の利用戸数です。 
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６‐１ 重点供給地域の指定の目的と良質な住宅の供給促進 

埼玉県住生活基本計画では、住生活基本法第１７条第２項第６号に基づいた「住宅の供給等

及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域」（重点供給地域）として、立地や土地利用の状況等

からみて、住宅もしくは宅地の計画的な供給の促進を図るべき地域、当該地域の居住水準、都

市構造等からみて、住宅供給等の必要性の高い地域、今後１０年間に相当量の良質な住宅・宅

地の供給が見込まれる一定のまとまりのある地域を指定しています。 

本市では１２地域が指定されており、施策の実施に際しては、関係権利者等の合意形成に配

慮しながら、それぞれの住宅供給策に基づいて良質な住宅・宅地の計画的な供給に努めていき

ます。 

■表 7 重点供給地域の概要 

№ 地域名称 位     置 
地域面積 

ha(ｸﾞﾛｽ) 
地域類型及び住宅供給策 

１ 狭山ケ丘駅東口 
東狭山ケ丘一丁目、狭山ケ丘一

丁目の各一部 
28.6 

市街化区域内農地型 
土地区画整理事業地区内のビルド・ア
ップを促進し、良質な住宅供給を図る。 

２ 中富南部 
中富南二丁目、三丁目、四丁目

の全域、中富南一丁目の一部 
58.6 

市街化区域内農地型 
土地区画整理事業地区内のビルド・ア
ップを促進し、良質な住宅供給を図る。 

３ 狭山ケ丘 
東狭山ケ丘二丁目、三丁目、若

狭一丁目の各一部 
29.7 

市街化区域内農地型 
土地区画整理事業地区内のビルド・ア
ップを促進し、良質な住宅供給を図る。 

４ 新所沢団地 緑町一丁目～四丁目 80.0 
居住地促進型 
公共住宅の建替え等により、居住水準
の向上と戸数の増加を図る。 

５ 東所沢 
東所沢一～五丁目、東所沢和田

一～三丁目 
190.0 

市街化区域内農地型 
土地区画整理事業地区内のビルド・ア
ップを促進し、良質な住宅供給を図る。 

６ 第二上新井 上新井二～五丁目の各一部 45.6 
市街化区域内農地型 
土地区画整理事業地区内のビルド・ア
ップを促進し、良質な住宅供給を図る。 

７ 銀座 
寿町、元町、御幸町、東町の各

一部 
16.1 

高度利用促進型 
市街地再開発事業や優良建築物等整
備事業等により、都市型住宅の供給を
図る。 

８ 西武松が丘 松が丘一丁目、二丁目 58.0 
その他の宅地開発地域 
民間開発等の誘導により、良質な住宅・
住宅地の供給を図る。 

９ 第二椿峰 
小手指南四丁目の一部、小手指

南五丁目 
33.9 

市街化区域内農地型 
土地区画整理事業地区内のビルド・ア
ップを促進し、良質な住宅供給を図る。 

１０ 日東 日吉町、東町の各一部 7.3 
高度利用促進型 
面的整備事業の促進により、基盤整備
と良質な住宅・住宅地の供給を図る。 

１１ 所沢駅西口 東住吉、日吉町の一部 9.6 
低・未利用地型 
面的整備事業の促進により、基盤整備
と良質な住宅・住宅地の供給を図る。 

１２ 北秋津西側地区 北秋津、上安松の各一部 33.0 
市街化区域内農地型 
土地区画整理事業地区内のビルド・ア
ップを促進し、良質な住宅供給を図る。 
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■図 17 重点供給地域位置図 
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７‐１ 市民・事業者・市の連携と協働 

この計画の目標を実現していくためには、市民、住宅関連事業者等、市の適切な役割分担の

もとで積極的に計画に参加し、連携・協力して取組を進めていくことが必要です。 

 

①市民 

住まいは、個人や家族が生活を営むために必要な基盤であるだけではなく、都市や街並みを

形成するうえで重要な役割を担っています。 

安全で快適な住まいやまちを次世代に承継していくためには、地域社会の一員である市民一

人ひとりが個人として、団体として、積極的に住生活の向上に取り組んでいくことが求められ

ています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②住宅関連事業者等 

住宅関連事業者や団体等は、住宅の供給や流通、賃貸等のサービス提供の担い手として、重

要な役割を果たしています。 

住まいの安全や品質・性能の確保、バリアフリー化、環境に配慮した住まいづくりやリフォ

ームなどの重要性が増してきており、新たな施工方法や技術の向上に努め、健全で公正な住宅

市場を形成し、市民にとって信頼できる身近な存在として取り組むことが求められています。 
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